
再生可能エネルギー法に関する声明

３月１１日の東日本大震災を受けて、関西広域連合では、地域自立性が高く、かつ安定的

なエネルギー供給構造の確立をめざして、現在策定中の「関西広域環境保全計画」の中に、

再生可能エネルギーの普及を盛り込む。また「関西広域産業ビジョン（仮称）」の中には、

新エネルギー産業等の環境関連産業振興により経済成長を図り、国際展開を図る戦略も盛

り込む。

日本におけるこれまでの再生可能エネルギーの導入については、「総論賛成」「各論普及

阻止」の色合いが濃厚であり、その典型が再生可能エネルギーの導入に上限（キャップ）

を設けた、２００４年の「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」

（RPS法）である。

現在、化石燃料を輸入に頼る中で、できるだけ早く「純国産資源」である太陽や風力、

地熱やバイオマス等によるエネルギーが日本の産業や暮らしの基幹エネルギーに占める割

合を大きくすることが日本の国家的利益であることは論を待たない。化石燃料や原発コス

トの再計算もしないまま、一時的な価格上昇を理由に再生可能エネルギーの普及を阻止す

ることは、未来世代への冒涜であり、裏切りでもある。

そこで、現在、国会で議論される「再生可能エネルギー法」の導入にあたっては、下記

３点を盛り込むよう強く要望する。

１ 再生可能エネルギーの買取価格および期間については、地域の実情に見合った電源種

別の事業収益性を考慮した設定にすべきである。また、既存施設にも適用すべきである。

２ 太陽光を各地域で爆発的に普及させるには、住宅用についても余剰電力買取りではな

く、全量買取りとすべきである。

３ 電気事業者が接続拒否をする場合は、拒否要件を限定的なものとし、具体的に明示す

べきである。例えば、供給の不安定性や買取量により接続の拒否をしないこと。
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